
高山市議会ぎかいだより❽

〈
議
第
37
・
38
号
〉 

国
府

支
所
庁
舎
新
築
工
事(

建

築
、
電
気)

請
負
契
約
の

変
更
に
つ
い
て

　

一
部
変
更
工
事
が
発
生

し
た
こ
と
と
屋
外
駐
輪
場

工
事
の
追
加
な
ど
に
よ

り
、
10
億
６
０
０
８
万
円

の
当
初
契
約
に
７
６
８
万

３
９
０
０
円
を
増
額
す
る

も
の
で
、
全
会
一
致
で
可

決
し
ま
し
た
。

　

主
な
質
疑
は
次
の
通
り
。

【
問
】
建
築
確
認
が
下
り

る
前
に
契
約
し
た
と
い
う

こ
と
だ
が
、
そ
う
い
う
こ

と
は
よ
く
あ
る
の
か
。

【
答
】
建
築
確
認
に
時
間

を
要
す
る
た
め
、
工
期
を

年
度
内
に
終
え
た
い
場
合

な
ど
に
よ
く
あ
る
。

〈
議
第
39
号
〉
高
山
本

線
高
山
構
内
１
３
６
㎞

７
３
９
m
付
近
第
2
校
踏

切
道
歩
道
新
設
工
事
協
定

の
締
結
に
つ
い
て

　

花
岡
町
二
丁
目
の
高
山

地
方
裁
判
所
南
側
の
踏
切

に
、
歩
道
を
新
設
す
る
工

事
を
1
億
５
９
７
５
万
円

で
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会

社
と
随
意
契
約
す
る
も
の

で
、
全
会
一
致
で
可
決
し

ま
し
た
。

　

主
な
質
疑
は
次
の
通
り
。

【
問
】
工
事
中
、
踏
切
は

通
行
出
来
な
く
な
る
の

か
。

【
答
】
6
月
か
ら
11
月
ま

で
は
通
行
出
来
な
く
な
る

予
定
。

〈
議
第
40
号
〉
本
郷
小
学

校
屋
内
運
動
場
改
築
工
事

(

建
築)

請
負
契
約
の
変

更
に
つ
い
て

　

工
事
中
に
地
中
か
ら
想

定
外
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等

の
埋
設
物
が
出
て
来
た
事

か
ら
、
２
億
２
５
７
２
万

円
の
当
初
契
約
に
２
１
１

万
９
９
５
０
円
を
増
額
す

る
も
の
で
、
質
疑
な
く
全

会
一
致
で
可
決
し
ま
し

た
。

　

議
第
２
号
、
議
第
４

号
、
議
第
６
号
、
議
第
７

号
、
議
第
11
号
、
議
第
35

号
、
議
第
36
号
（
総
務
企

画
委
員
会
）、
議
第
８
号
、

議
第
12
号
、
議
第
16
号
、

請
願
第
１
号
（
文
教
経
済

委
員
会
）、
議
第
９
号
、

議
第
10
号
、
議
第
13
号
、

議
第
14
号
、議
第
34
号（
基

盤
整
備
委
員
会
）
は
そ
れ

ぞ
れ
委
員
長
か
ら
審
議
の

報
告
が
あ
り
（
内
容
は
９

｜

10
ペ
ー
ジ
参
照
）、
請

願
第
１
号
で
は
、
賛
成
討

論
、
反
対
討
論
が
行
わ
れ

た
後
不
採
択
と
な
り
、
そ

の
ほ
か
の
議
案
は
、
全
員

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

　

議
第
22
号
、
議
第
23

号
、
議
第
29
号
、
議
第
31

号
は
、
い
ず
れ
も
賛
成
多

数
で
可
決
し
、
議
第
24
号

｜

議
第
28
号
、
議
第
30

号
、
議
第
32
号
は
、
い
ず

れ
も
全
員
一
致
で
可
決
し

ま
し
た
。（
内
容
は
11

｜

14
ペ
ー
ジ
参
照
）（
議
第

22
号
、
議
第
23
号
で
賛

成
、
反
対
の
討
論
。
議
第

29
号
、
議
第
31
号
で
反
対

討
論
。）

の
討
議
に
よ
る
合
意
及
び

政
策
の
形
成
な
ど
を
条
例

化
し
た
も
の
で
、
全
会
一

致
で
可
決
し
ま
し
た
。

発
議
第
2
号 

高
山
市
議
会
の
議
決
す
べ

き
事
件
を
定
め
る
条
例
に

つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
市
が
議
決
を

必
要
と
し
な
か
っ
た
総
合

計
画
の
基
本
計
画
を
議
決

す
べ
き
事
件
と
す
る
も
の

で
、
全
会
一
致
で
可
決
し

ま
し
た
。

発
議
第
3
号 

高
山
市
議
会
委
員
会
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

議
員
定
数
が
24
名
に
減

員
す
る
事
か
ら
常
任
委
員

会
を
こ
れ
ま
で
の
9
人
か

ら
6
人
と
し
、
議
会
運
営

委
員
会
な
ど
も
18
人
か
ら

12
人
に
減
ら
す
こ
と
、
ま

た
危
機
管
理
室
と
海
外
戦

略
室
が
設
置
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
そ
れ
を
委
員
会
の

所
管
に
入
れ
る
条
令
改
正

で
、
全
会
一
致
で
可
決
し

ま
し
た
。

３
月
25
日　

本
会
議

発
議
第
4
号 

高
山
市
議
会
会
議
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
に

つ
い
て

　

議
員
定
数
が
24
名
に
減

員
す
る
事
か
ら
、
発
議
や

修
正
の
動
議
に
つ
い
て
の

最
低
賛
同
者
数
を
こ
れ
ま

で
の
3
人
以
上
か
ら
2
人

以
上
に
変
更
し
、
ま
た
一

般
質
問
に
お
い
て
一
問
一

答
方
式
の
選
択
を
可
能
に

す
る
こ
と
の
ほ
か
、
全
員

協
議
会
と
委
員
長
連
絡
会

議
を
制
度
化
す
る
規
則
改

正
で
、
全
会
一
致
で
可
決

し
ま
し
た
。

発
議
第
5
号 

高
山
市
議
会
政
務
調
査
費

の
交
付
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
政
務
調
査
費

の
支
給
の
た
め
1
人
で
も

会
派
と
呼
ん
で
い
た
が
、

今
後
は
2
人
以
上
を
会
派

と
し
、
1
人
の
場
合
は
会

派
で
は
な
い
が
政
務
調
査

費
を
受
給
で
き
る
よ
う
に

変
更
す
る
条
例
改
正
で
、

全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し

た
。

発
議
第
1
号 

高
山
市
議
会
基
本
条
例
に

つ
い
て

　

議
会
運
営
に
関
す
る
基

本
的
事
項
を
定
め
る
も
の

で
、
そ
の
目
的
、
基
本

理
念
、
議
会
の
活
動
原

則
、
議
員
の
責
務
と
活
動

原
則
、
市
民
意
見
交
換
会

な
ど
議
会
と
市
民
と
の
関

係
、
反
問
権
の
付
与
な
ど

議
会
と
市
長
と
の
関
係
、

政
策
討
論
会
な
ど
議
員
間

議
会
改
革
に
伴
い
提
出

さ
れ
た
発
議
は
次
の
5

件
で
す
。

発
議

3月定例会　結果報告

国府支所庁舎新築工事現場


